
 

 

             午前１０時００分 開議 

○議長（石川交三君） おはようございます。 

  本日の議事日程については、タブレットをご覧ください。 

  ただいまの出席議員数１４名、会議は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  これより一般質問を行います。 

  一般質問の発言の順序は、議会運営委員長報告のとおり、３番松浦真議員、５番椎名

志保議員、６番荒川滋議員、８番畑澤洋子議員、９番斎藤晋議員、１４番舘岡隆議員の

順序といたします。 

  ３番松浦真議員の発言を許します。３番松浦真議員 

○３番（松浦真君） それでは、質問させていただきます。本日トップバッターとして質

問いたします。よろしくお願いします。 

  コロナ第６波、オミクロン株の感染拡大は、２月中旬にピークを迎えた兆しはあるも

のの、まだまだ予断を許さない状況でございます。そして、２月の２４日からはロシア

によるウクライナ侵攻が進み、昨日の非難決議の採択となりました。このコロナ禍、ロ

シア侵攻という非日常の中で、様々な立場の弱い少数派の人の意見がかき消されてきた

ようにも思います。ですから、いかに平常時から少数意見にも耳を傾け、民主的に平和

的に対話し意思決定を行っていくのかが、各国はもちろん各自治体や議会においても改

めて問われているように感じます。 

  そんな中、昨年１２月に行われた五城目第一中学校生徒による総合学習の取り組みの

中で、少年議会の提案がありました。五城目では中学生や子育て中の女性、高齢の方な

ど様々な方がいらっしゃいます。そのような普段から町に対して意見を届けにくい町民

が積極的に町の課題に向け議論、対話、提案を行っていくことは、コロナ禍やロシア侵

攻を経て、改めて重要なことだと私は個人的に感じています。 

  本日も町民の方がこの議会に傍聴に来られると聞いております。この場が町民にとっ

て身近なものとなり、開かれた町政、開かれた議会となるよう、本日の質問を準備して

まいりました。町民が本日一般質問を行う全議員の質疑及び町からの真摯な回答に期待

しております。 

  それでは、一般質問を始めていきたいと思います。 

  １つ目、五城目町子ども議会の開催に向けて。 
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  これまで五城目町で開催されてきた青年議会は、歴史的にどのような経緯をたどり、

どのような成果を生み出してきたか、町の答弁を求めます。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） ３番松浦議員にお答えいたします。 

  青年議会は、青年が町政を学び、若い世代の意見を町政に反映させ、青年一人一人が

まちづくりに積極的に取り組む意欲をもとうと、昭和４２年から平成４年にかけて２５

回、五城目町連合青年会の主催で開催されておりました。当時の町連合青年会では、青

年議会や青少年問題研究集会の開催を通して、森山の採石の阻止やスズムシの保護、内

川ささらの復活、校歌保存運動、合成洗剤追放運動、クリーンアップ作戦など、地域に

密着したふるさと運動を展開しており、昭和６２年には青年活動優良団体として県知事

から表彰されております。また、このような青年議会や青年会の活動を経て、多くの方々

が町内外のリーダーとして現在活躍されております。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） ありがとうございます。この青年会の活動をしていた方が実際議員

の候補になったりとか、議員として活躍してるという方もいると聞いております。この

ような活動が重要だというところを踏まえて、次の質問に行きます。 

  昨年、先ほど最初にもお話ししましたが、１２月１０日に朝市ふれあい館で行われま

した総合的な学習の時間発表会の中で、五城目第一中学校の生徒による少年議会の提案

がございました。町民に開かれた町政や議会を考えていく上で、若者当事者からの意見

は大変貴重であると考えます。この提案を実現していくために、町はどのようなアイデ

アを持っているでしょうか、お願いします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） お答えいたします。 

  五城目第一中学校の３年生からは、「五城目町の未来を考える」をテーマに町の活性

化のために自分たちに何ができるかと発表があり、「インターネットを活用して町の魅

力を発信し、関係人口を増やす」、「馬場目川の美化活動や魚の放流を行い、川遊びが

できる環境づくりに取り組む」、「少年議会を開き、若い世代が町の活性化のためのア

イデアを出し合う」などの提案がありました。 

  県教育委員会では平成２４年度から子ども議会の開催を推進しておりましたが、現在

-42-



 

 

は議会形式で実施しているのが横手市、代表者が集まり議論するサミット形式で秋田市

と由利本荘市で実施しております。 

  五城目町教育委員会でも平成２９年度から中学校と開催に向けて協議してまいりまし

たが、学習指導要領にあるキャリア教育の充実に併せて、指導計画の作成や、発表者だ

けではなく生徒全員が参加できる方法などが課題となっておりました。今後、これまで

の検討結果を生かし、少年議会の開催の可能性について、中学校、教育委員会、まちづ

くり課、議会事務局などと連携し、児童生徒のふるさとへの思いを表現する場を設定で

きるように検討してまいります。そのためにも、教育委員としては、ふるさと教育の趣

旨を生かした学習活動を展開し、児童生徒の学習意欲を高め、グローバル化や情報化、

少子高齢化などに対応し、主体的に問題解決に取り組もうとする態度を育てるとともに、

積極的に自ら情報発信できる児童生徒を育ててまいります。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） 実際に横手市では行われており、サミット形式では秋田市、由利本

荘市で実際に秋田県内でも行われているという事例がありますので、もちろん予算とか、

あとは学校での学習指導要領との兼ね合いなどあると思いますが、実際に行うことがで

きる内容だと思います。そして、ふるさと教育の充実と関連させていくということの大

切さも十分理解するんですが、その一方で、生徒たちが提案していく内容が大人の期待

に沿うものとして行われていくということも、もちろん結果的にはあるかもしれません

が、生徒からの視点が、例えば今の学校の校則がおかしいという例えば意見があった場

合に、それを学校の今までのやり方に合わない、そぐわないので否定してしまっては、

民主的な、そして立場の弱い生徒の意見がなかなか通らないのようなことが起きてしま

います。なので、ふるさと教育を行う上では、ぜひ、私もキャリア教育も１５年ほど私

の事業としてやってきているんですが、キャリア教育のよい事例については、地元の愛

する気持ちに結果的につながるということはあり得ますが、短期的に大人が理解しやす

いゴールを子供たちに設定してしまいすぎると、子供たちが委縮してしまい、大人の目

を見ながら意見を発言するだけになってしまいますので、そのような、お祭り参画とい

うんですけども、そういう大人がつくったお祭りに子供が参加しているだけという状況

ではなく、子供自身の主体的な意見が引き出されるような議論をぜひ教育委員会、そし

て五城目中学校、もちろん小学校も含めてですけども、関係各所としていただけたらと
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思います。 

  それに引き続きまして、（３）番につながります。このように生徒自身が自分の意見

で町や学校や組織を変えていくということは、民主的な意見の調整の場としてとても重

要なことになります。昨今、地域の課題解決に向けて、東京の品川区、京都の宇治市、

これは倉吉市などの小中高校生が自分たちで請願書・陳情書を提出するケースが増えて

きています。また、議員の担い手不足は全国的な課題でもあります。将来を見据え、五

城目小中の社会・公民・総合学習の時間に議会事務局やまちづくり課が関わり、民主主

義を学ぶ授業を実践していけないか。具体的には、小中学校でアンケートを募り、これ

は自分たちの学校の校則であったり、町の課題など変えていけるテーマについてアンケー

トをとり、その中で多数課題として感じていること、もしくは少数だとしても変えるべ

きだということを生徒たちが議論をして、その結果を陳情書・請願書にまとめていくと

いうことが、これら品川区、宇治市、倉吉市の事例では起きています。実際に子供たち

が出した請願書・陳情書が採択されるというケースも出ており、私が調べた結果、全国

でこの４年間で９自治体で小学生と高校生による陳情書が議会採択されておりました。

このように生徒自身が発信していく町の開かれた議会、そして開かれた民主主義のあり

方を、ぜひ五城目町でも実現していただきたいと考えておりますが、町の考えはいかが

でしょうか。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） お答えいたします。 

  県教育委員会では、ふるさと教育を推進し、それぞれの地域の実情に応じた現代的な

諸課題について学ぶ学習を展開しております。 

  そこで、町ではこれまで、総務課やまちづくり課、税務課などが学校と連携し、人権

やふるさと納税、租税、町の仕事や予算、職業講和など機会を捉えて出前授業を行って

まいりました。また、本年４月からは、高校において現代社会に代わり新科目「公共」

が始まります。そして、改正民法により成人年齢が１８歳になるなど、これから主権者

教育の充実が求められているところであります。 

  少中学校においては、現在、小学校６年生の社会科で「我が国の政治の働き」、中学

校社会科の公民的分野で「民主政治と社会参加」を学ぶことになっております。そこで

本町の小中学校においても、選挙制度、陳情や請願、議会の仕組みなどについて、社会

科や総合学習の授業で各課室や議会事務局の職員を行政の実務者として活用し、主権者
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教育などを充実させるとともに、単に政治の仕組みについて必要な知識を修得させるだ

けでなく、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の一員として主体的に担うことが

できる力を身につけさせるよう指導してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） ありがとうございます。生き抜く力は重要なのは十分分かるんです

が、具体的に再質問させてください。 

  このような民主主義を学ぶ授業の実践、これから生き抜く力とか主権者教育の充実だ、

必要性があるということは分かるんですが、具体的に今年度、もう検討も含めて進めて

いくのかどうかを教えていただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） 教科あるいは総合的な学習の時間を活用して、まあそれぞれの

学校では教育計画もありますので、その中に今後どういうふうに主権者教育を取り入れ

ていくか、あるいは、いろんな地域での課題に向けてどういうことを自分たちでやって

いくべきかというようなことを、改めて教育計画の中に位置づけて学校のほうに指導し

ていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） もし学校のほうが、この主権者教育は学校だけで行うものではなく

て、まちづくり課であったり、議会運営事務局のほうでも今後の必要性が重要視されて

いくものだと思います。（１）から（３）全てが学校の、今、教育長から答弁がござい

ましたが、教育長だけでなくて、町のこととも思いますので、これはもう学校教育の中

だけじゃなく、まちづくり課であったり、様々な課を越えてぜひ提案していきたいと思

いますし、私たちのほうも民間としてもできるイベントなどを主催しながら、なるべく

たくさんの子供たちが五城目町をよりよくして発言できていくような、そういう機会に

していきたいと思います。今後もこの点引き続き質問していきますので、よろしくお願

いいたします。 

  それでは、次の質問に行きます。次が７個質問ございまして、これまで私が質問した

中でたぶん一番最大の質問数になります。これは地元の大川の年末年始にお母さんたち

といろいろ話した中で、ぜひ聞いてもらいたい、この質問だけは何とか届けてほしいと
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いうことをすごく言われまして、今回７つの質問になります。 

  これまでも斎藤晋議員がたくさん除雪に関して質問されていますが、改めて質問する

と同時に、これからの未来に見据えた話ですので、より具体的な回答があることを望ん

でおります。 

  除雪の現状と今後の見通しについて。 

  （１）例年にない大雪となり、今年の五城目町の除雪は大変でした。持続可能な除雪

のあり方を検討するタイミングに入っていると考えます。 

  今冬、豪雪の影響を受けた札幌市では、今後２０年間にわたり除雪オペレーターが、

これ札幌のケースですけども、２，０５６人、２０１７年のデータからですが、それが

２０３７年人には１，２０７人と約４割減少することが札幌市の推計値より明らかになっ

ています。 

  五城目町の除雪オペレーターの人数の２０年間の推移予測は。また、確保に向けた動

きは。除雪は長年の道路の経験値等が重要となります。そのようなオペレーターの経験

値を増やすための育成計画について、町の今後の２０年間の方針や取り組みはどうでしょ

うか。町の考えを教えてください。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） ３番松浦議員のご質問にお答えいたします。 

  現在、町では深夜除雪を行っておりまして、１台の作業効率からして一斉除雪を行う

場合、最低４０台の除雪車を必要としております。現在、各業者で確保しておりますオ

ペレーター数は４９人で、うち町内が３７人、町外が１２人となっておりますが、今後、

人口動態や高齢化、建設技能労働者数の減少などによりまして徐々にオペレーターの確

保が厳しい状況が訪れることが予想されますので、除雪業者や建設業協会などに聞き取

りをするなどして、オペレーター確保に向け、官民協働の持続的可能な体制づくりを考

えてまいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） 具体的に再質問させてください。 

  ２０年間の具体的な推移目標、推移予測っていうのはございますでしょうか。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） これにつきましては、担当のほうから具体的に説明させます。 
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○議長（石川交三君） 工藤建設課長 

○建設課長（工藤高明君） ３番松浦真議員の質問にお答えしたいと思います。 

  今現在で、先ほど答弁したとおりオペレーターの数は確保されておりますが、今後不

足する予想がされます。それで、その時点までまだ達してないということで、現在その

計画はまだ、はっきりした計画は立てておりません。そのような状況が見えてくること

があれば、事前にその計画に向かっていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） 不足する予測はあるけども、その予測がいつになるかはちょっとま

だ分からないので、その予測が立った時に改めて２０年間の予測をするというふうに私

は今聞いて感じましたが、どの自治体でも今後絶対にオペレーターが不足するのは間違

いなく、結局、町外のその建設業とかに声をかけても、どのまちでも秋田市でも同じよ

うに雪が降りますし、ほかの三種町でも降りますし、そうなると町外の人を採用しよう

にもどこも引く手あまたになって、なおかつその関わっている人がほとんどの自治体で

高齢者の方が多いという状況で、次の担い手が少なくなってしまうと、結局気づいた時

にはもう、最もリカバーが効かなくなってしまう可能性があります。ここを今すぐ答え

は出ないと思うんですが、ぜひ具体的な数字を把握することだけでも進めていくことが

大事だなと考えますので、引き続き予測する状況がいつ来るのかを日々考えていただけ

たらなと思います。 

  次の質問に行きます。２番、除雪は町民にとっても毎年数千万円の予算がかかる一大

事業とも言えます。そのため、効率化や事業の透明性の担保が重要であります。毎年夏

に行われる除雪会議内でのＰＤＣＡの状況を確認してもらうことが必要ではないでしょ

うか。そこで、除雪会議の議事録を公開、またはＺｏｏｍなどを通じて町内会などの代

表的な意見を反映することが望ましいのではという声がありました。町の考えはいかが

でしょうか。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） お答えいたします。 

  その年の天候状況によりまして除雪事業にかかる費用は年々違っておりますが、多く

の額を費やしております。１回目の除雪会議では、契約予定業者を対象にその年の除雪

計画を基に会議を行っておりまして、また、そのほか前年度の苦情などを業者ごとに伝
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え、反省や改善を促しております。また、今期の除雪に契約可能な除雪台数の確認など

を行っております。２回目の除雪会議では、車両台数と車両の規格から割り振りした担

当路線、まあ案でございますが、このことについての話し合いをもっている内容となっ

ております。 

  議事録や情報の公開につきましては、町民の皆様方が必要であるということであれば

公開は可能であります。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） ありがとうございます。議事録の公開は可能だということなんです

が、この意見を反映するということについては可能なんでしょうか。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） お答え申し上げます。 

  ご意見につきましては、いつでもオープンにしておりますので、どんどんご意見をい

ただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） 意見についてもオープンだということを聞きましたので、これの意

見が実際にオープンになった上で、またその意見が反映されてるかどうかも議事録の公

開によってまた分かっていくと思いますので、ぜひ議事録の公開、町民の関心も高いこ

とですので、していただきつつ、意見のオープンのまとめ、取りまとめも各部署でお願

いしたいなと思っております。よろしくお願いします。 

  では（３）番、ＧＰＳが今、各、雪の除雪車に付いているんですが、その除雪に関す

るチェックはどのようにしているのか。除雪状況や除雪技術向上のためのドライブレコー

ダー導入の予定はありますでしょうか。また、職員が除雪に向けてより効率的な予算運

用を行うために、他自治体の除雪事例を参考にしているなどのケースは存在しています

でしょうか、お願いします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） お答えいたします。 

  ＧＰＳ以外の除雪のチェックは、除雪終了後、出動時間を記入したファックスの確認

及びＧＰＳデータの回収時に除雪の仕上がり状況の確認や通常のパトロールも一緒に行っ
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ております。 

  ドライブレコーダーの導入につきましては、ＧＰＳデータチェックなどに多くの時間

を費やしているために、現在導入は考えてはおりません。 

  また、今日までの苦情に対する改善点の積み上げや、今後も引き続き町民の皆様方か

らご理解を得られるよう反省点を改善しながら、町に合った除雪で進めていくようにして

おりますので、他自治体の除雪事例を参考にしているところは現在はございません。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） 除雪事例が参考にしてる自治体がないというのは、参考にしていた

だけたほうがいいのかなと思います。というのは、別にもちろん町の独自のやり方はも

ちろんありますし、道路の状況等も違いますし、除雪業者のスキルとか状況とかも違う

と思いますが、やはり町民にとってはどこのまちがやり方が良かったんじゃないかとか

そういう意見もよく聞きます。決して参考にしないっていう、参考にしたからそれを全

く真似ないといけないということでないので、参考にする自治体、各近隣自治体もある

と思いますので、参考にすることもひとつあるのかなと思います。 

  その参考にするということの点で次の４番の質問ですが、秋田市では、秋田市も除雪

がうまく、なかなか難しい。面積も広いということもあって、今年も大変議会の中でも

いろいろ話があったようですが、秋田市では、その改善も含めて、いつ除雪車が来るの

かウェブ上でリアルタイムに確認ができます。このＧＰＳのデータのオープンデータの

公開自体を山形の会社さんがやっていて、そのオープンデータの解析も含めて、Ｃｏｄ

ｅ ｆｏｒ Ａｋｉｔａという民間組織がオープンデータの位置情報の公開を促して無

償で行っています。このようにＧＰＳの場所さえ分かれば、それを含めて民間のほうで

予算もほぼかけなくオープンソースとしてデータ公開ができますが、五城目町ではこう

いう情報公開を行わないのかということについて質問させてください。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） お答えいたします。 

  当町では基本的に日中の除雪は行っておらず、深夜に除雪作業を行っているために、

その情報をリアルタイムで必要としてる人がいるのかは疑問であると思われます。また、

現在町で行っているＧＰＳ機能は、主に除雪費会計システムでありまして、作業時の履

歴の公開は行うことができますが、リアルタイムでの公開は機能上できないものであり
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ます。また、今年度の除雪で日中、雨や暖気で路面が緩み大変な状況に陥った時に、防

災行政無線で出動状況を流した時に、一斉に宅地内の雪を道路に出してくる人が多かっ

たことを業者から確認しておりまして、このことは作業の支障となることとともに危険

が伴うことから、現在のところそのような行うことは考えておりません。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） 防災行政無線等の、ああすいません、オープンデータの公開ができ

ない仕組みだということだったんですが、これも、さっきの防災行政無線を言えば、町

民が道路に自分たちの家の雪を出してしまうという性悪説みたいな形になってしまって

いるので、もちろん町から広報誌で道路に雪を出さないでくださいという話もあった一

方で、家の前に雪が積み上がってしまうという問題も大雪であればあります。ここがど

こまで線引きされるのかっていうのがとても雪が多い中では非常に難しいことです。町

民が高齢者の方で、特に自分たちの雪をどこに出す、投げるというか寄せる場所さえも

ない時に、道路もしくは道路に近いところに寄せるケースもありますので、ここもどの

ように町民と一人一人がこう納得できる除雪になるのかっていうことも、よくこう今年

の除雪の会議、夏の中でもぜひクリアにしていき、どのような状況が一番望ましいのか、

除雪業者のもちろん事故につながることはあってはいけないと思いますので、そこも含

めて町としても考えていただけたらと思います。 

  次、５番です。雪を底から剥ぎ取る作業を行う際、マンホールとアスファルトの隙間

に除雪車が引っかかり、除雪オペレーターが怪我をする事例がありました。そのような

危険な箇所が私の住む大川地区だけで１３カ所あると、そのオペレーターの方からお聞

きしております。様々なエリアで放置されているこれらの危険箇所は、予算がなく、修

繕箇所が多すぎるために優先順位をつけて行う必要があると建設課の方からはお聞きし

ました。しかし、これらの改善がないと、安心してオペレーターは業務を行うことがで

きないのではないか。オペレーターの方にお聞きしますと、このままだと私は続けてい

けないと。事故が起きて、もうやめたいという気持ちもあるというふうに話す方もいらっ

しゃいました。 

  そのような中で、実際の修繕必要箇所は町内に何カ所あり、また緊急度が高い、事故

が起きやすい箇所は何カ所あるのか特定できてますでしょうか。また、その修繕費用は

総額どれぐらいかかるものか、町としての回答をお願いします。 
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○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） お答えいたします。 

  下水道のマンホールには大きく分けて２種類がありまして、下水道工事を始めた頃は

マンホール周りが角張ったタイプでありましたが、徐々に改良が施され、途中からは角

が丸みを帯びた除雪対応型に変わってきております。ご指摘にあります大川地区の下水

道工事は、当町でも一番早い地区でありまして、ほとんどが角張ったマンホールとなっ

ております。平成３０年に除雪業者とマンホールなど障害となる箇所の総合点検を実施

いたしまして、上水道の弁も含め６０カ所支障となることを確認しておりまして、早急

に改善が必要な箇所や重要な箇所を中心に徐々に改善を進めてきているところでござい

ます。また、早めに担当業者からの情報や現地確認をいたしまして、緊急の有無を判断

し進めてきているところであります。 

  費用に関しましては、復旧方法や構造の違いがありますが、大方１カ所当たり２０万

円程度となっております。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） 先ほど大川の地区だけでも、上水道の弁も含め、平成３０年度のデー

タですが重要な箇所が６０カ所あるということで、単純に１カ所当たり復旧工事２０万

円となると１，２００万円かかってしまうということですかね。ということになると、

すぐにはできないということもあると思うんですが、その中でやはり先ほどお話しあっ

た優先順位も含めて、オペレーターの方が怪我をしないとか、オペレーターの方が安全

にできるっていうことが、その方もとても高齢の方でしたので、その人の命にもつなが

りますし、除雪中の事故というのは決してあってはならないことだと思いますので、そ

れを未然に防ぐために必要な予算の措置も含めて、今後除雪に関して改めて事前の未然

な危機予防というのを町としても取り上げてもらえたらなと考えてます。 

  次に、（６）オペレーターの減少傾向とその作業の危険性、一方で今後も続く冬の雪

災対策の重要性、その上で人口減でより一層負担となっていく除雪予算、それぞれのバ

ランスがあると思うんですが、それぞれを天秤にかけた上で、町としては今後どのよう

な方針で除雪作業を行っていくのか、町の考えをお願いします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） お答えいたします。 
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  現在、オペレーターの確保はできているものの、作業に支障があり、危険性が高いと

思われる箇所も残されているかもしれませんので、聞き取りや調査を行い、早めに対応

してまいります。また、大雪や人口減少による除雪費にかかる負担は年々増加していく

ものと予想されますが、冬期間の交通路の確保は不可欠なものでありますので、むだの

ない除雪を心がけをいたしまして最大限努めてまいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） ありがとうございます。ここもお話のあるとおり、除雪の費用負担、

割合は確実にたぶん増えていくと思います。人口が減るにもかかわらず、除雪する箇所

自体は大きくは変わらないと思いますので、負担は増えていくと思うんですが、そこの

バランスをぜひ考えていくためにも、先ほどの除雪会議の公開であったり、ああ議事録

の公開はもちろんですが、意見の反映というのも行っていくことによって、町民がより、

どのような方針で進めていくのか、このバランスは例えば今年除雪が多かったというこ

と、ああ雪が多かったら来年も予算をちょっと多めに加味しておくのかとか、考えるこ

ともできますが、実際雪が降らない限りは自然なので分からないと思うんですね。そこ

も含めて、どのような方針に行くのかっていうことは夏におそらく決まると思いますの

で、その夏の公開をぜひしていただけたらと改めて感じます。 

  最後に、これは昨日の追加質問でさせていただきましたが、施政説明にございました、

「さらなる改善」という言葉がございました。その「さらなる改善」とは具体的に何を

いつまでに想定してされているか、町の考えをお願いします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） お答えいたします。 

  来年度の除雪に向けまして、これまでの苦情内容にできるだけ対応できるよう、さら

には反省点が少しでも多くなくなるよう、細目に委託業者への指示、また指導を行い、

行政側でできる範囲内で町民の方々に対しまして優しい除雪に心がけをするようにして

まいりたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） ありがとうございます。この反省点もなくなるようにっていうこと

がありますが、最後、全般を通して一つだけ質問させてください。 
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  今年特に大雪が多かったのですが、様々な意見とか改善点とか苦情も多かったと思うん

ですが、この反省点もこの一個ずつ改善されていくという点について具体的な数をちょっ

と教えていただきたいんですが、今年、この除雪に関して届けられた建設課で把握して

いる苦情の件数は何件だったでしょうか。また、それに向けて改善する予定である建設、

これはもちろん今年の除雪会議だろうと思うんですが、可能な限りもちろん改善してい

くと思うんですが、一応目標として何割ぐらいを改善していくのかっていうことについ

て、建設課の意向を教えていただきたく思います。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。工藤建設課長 

○建設課長（工藤高明君） ３番松浦真議員の質問にお答えしたいと思います。 

  この後、午後から予定されています９番斎藤晋議員からも同様な質問があり、その答

弁と重なるかとは思いますが、２月末現在のデータでありますが、今年度１８２件の要

望・苦情、合計で１８２件でありました。 

  一番多く挙げられたのが除雪の仕方に関すること。例えば、うちの前にだけちょっと

雪が多い、置いていかれたとか、まあ日陰の関係もありますけども、前後がうまく除雪

されてるのに、うちの前だけが厚く除雪されてると、そういうような内容でございます。 

  あと、２番目が間口除雪に関すること。高齢者の関係もありますけども、業者には均

等に、まあ置いてかないような形で、引っ張って置かないような形で進めてくださいと

いう指示はしております。ただ、高齢者ということで置かれた雪どうしたらいいのかと

いうようなそういう苦情が多かった、苦情というか相談というか、そういう感じが多かっ

たです。 

  あと、まあ全部しゃべる、５つしゃべってしまう。 

  次は道路幅員に関するっていうことで、まあ通るには全然支障がないんですけども、

対向車が来た場合、交差できないっていうことで、それに関しては所々待避所をつくる

なりして対応してまいりました。 

  あと、４番目が各地区の堆雪場。まあ雪の状況があまりにも多かったせいで、いつも

と違うような処理にされてるように、相談っていえばいいか、そこを一旦また排雪して

こう、またそこに押してもいいんですけども、そこにもう一旦排雪してくださいとかそ

ういうような形の相談というか苦情でした。 

  あとは、個人の屋根が道路に面しておりまして、屋根から落雪した雪が道路を塞いで

おりまして、まあ行政側で何とかして通してくれよという話、そういう相談が結構数多
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く来ました。 

  その１つから５番目が今回の多い内容でございます。 

  以上であります。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） 具体的な数、ありがとうございます。１８２件の要望、まあ苦情が

あったということでした。今年は特に大雪だったっていうこともあり、この件数はたぶん

例年より多いんじゃないかと想定はしますが、これらの点は、５つのとこは毎年雪が降

るたんびに起きることです。で、この点をなるべく除雪オペレーターの方はもちろん町

民としても改善できる部分だったり、それらがこう町内会の、今の既に町内会ごとに補

助金があって除雪を各地域でやろうっていうことも促しはあると思うんですが、そこも

含めてどのような形がいいのかをぜひ夏の除雪会議で形にしていき、この改善、１８２

件の要望・苦情について少しでも多くの改善が来年度見込めれるようにお願いしたいな

と思います。よろしくお願いします。 

  ３番に行きます。ちょっと「給食費補助について」と大項目で書きましたが、これ正

式名称は「学校給食支援事業」ですので訂正をお願いします。学校給食支援事業につい

てお聞きします。 

  （１）令和３年９月から令和４年、今ですね、３月まで実施されている学校給食費支

援事業の成果は。他自治体では、これは私が調べたところですけども、小学校の給食費

徴収に伴う未収金の督促業務がなくなることで、教員が授業準備などに時間を割くこと

ができ、想定以上に学校現場の評判が高いという事例もあったそうです。これは貧困が

課題になっている地域ではあると思うんですが、本町でもこのような反応や成果という

のはありますでしょうか。また、今年度も実施するとした場合、給食費支援に向けての

町の目標及び課題とは何でしょうか。町の考えをお願いします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） お答えいたします。 

  本町では、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て世代の経済的負担を軽減す

るため、学校給食費支援金により今年度９月から３月分までに相当する学校給食費につ

いて支援しております。保護者からは、「毎月の学校給食費を支援してもらい助かって

いる」、「ぜひ今後も支援を続けてもらいたい」などの声が多く寄せられております。

学校からは、給食費関係の業務の変化として、学校納金に伴う業務負担が軽減されたこ
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とや、長期欠食者の給食費返金作業がなくなったことなどが良い結果として挙げられて

おります。その一方で、学校給食費支援金制度が年度途中からの実施ということもあり、

私費と公費を同時に扱うことになり、一度給食会計を閉めなければいけなかったことや、

支援金を請求する際に食材購入業者への支払い時期と町への請求時期の調整に苦慮した

ことなどが現状として挙げられております。 

  なお、給食費未納者に対しての督促等については、本町の場合は以前から教師負担と

はなっておりませんでした。 

  当町では現在の新型コロナウイルス感染症拡大状況に鑑み、来年度も引き続き学校給

食費支援金を継続することとしております。今後、保護者の皆様には学校給食費支援金

制度について周知を図りながら、より一層ご理解いただけるよう努めてまいります。 

  また、学校担当者とは業務が煩雑化しないよう、給付金への請求内容や支払い時期に

ついて協議しながら進めてまいりたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） ありがとうございます。具体的な成果が見えてきたということで、

学校のほうでも負担なく、もちろん食材の購入とか私費と公費の扱いに関してはありま

したが、それ以外は概ね順調に逆に喜ばれるという結果になっていて、良い事業の一つ

だなと考えます。 

  （２）番に行きます。このように良い評価である学校給食支援事業が昨日の施政説明

の中でも議案としてあがりました。で、大学生等ふるさとからのエール給付金事業もあ

りました。こういう子供、子育て世代向けの事業が、コロナ予算とはいえ充てられたこ

とはとても喜ばしいことなんですが、この事業自体はあくまでコロナの感染拡大に伴う

という、現実的には一時的な時限的な措置であると思います。その中で、その措置を当

たり前と思うのでなくて、その感謝も含めて、より形に残るものとして、このメッセー

ジのやりとりとか感謝のプロセスを形にしていくということが必要ではないかと考えま

す。これは先ほど教育長のお話もありました、町のふるさと教育のキャリア教育にもつ

ながると思いますし、また、本予算がコロナ禍の時限措置だとすれば、本事業の意味合

いが金銭の付与という、お金を振り込まれましたということだけでは町民はその恩恵を

感じにくい部分もあるんじゃないかというふうに感じます。ここも含めて、このもちろん

メッセージのやりとりだけが正しい一つのアプローチでないと思いますが、町としてそ
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の形を残す、ただお金のやりとりが時限的に生まれたということだけでない何かアプロー

チがあればと思います。町の考えはいかがでしょうか。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） お答えいたします。 

  新型コロナウイルスの感染が県内で初めて確認されてから、この３月６日で２年目と

なっております。感染拡大は現在も歯止めがかからず、経済活動の低迷により子育て世

代の収入が落ち込んでおります。当町では、学校給食費支援金として子育て世代の経済

的負担を軽減するため、また、大学生等ふるさとからのエール給付金は、アルバイト先

を確保することが困難になり生活が行き詰まり、学ぶ意欲さえも絶たれてしまう事態に

ならないように、少しでも負担を軽減しようと経済的支援を続けるものであります。 

  ご質問にありました感謝メッセージなど修得するのはどうかということについてであ

りますが、今まで申請書提出時などに「支援していただき助かっている」、「来年も続

けてもらいたい」などの声を多数いただいております。ご提案にありますことについて

は、どのような方法が適当かということを今後検討させていただきたいと思っておりま

す。今後も将来を担う若者が少しでも前を向けるよう、きめ細やかな支援を行ってまい

りたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） ありがとうございます。その支援、申請書提出時に「支援していた

だきたい」とか「ありがとうございます」という声があるということ自体が町として伝

わって、それが町民にも良い形で返っていくということが、この予算の良い使い方とし

て見える形になっていけばなと思います。ぜひよろしくお願いします、引き続き。 

  最後、４番になります。最後、時間がちょっと押していますが、これも昨日施政説明

に伴ってちょっと追加した質問になります。火葬場改修事業のエネルギー価格高騰に伴

う影響についてと書きましたが、これ火葬場だけでなくて全般に伴いますが、一つの部

署に質問するとなれば、ちょっと私のほうで関心があったのが火葬場改修事業の件でし

たので質問させていただきます。 

  昨年も火葬場改修事業は、ウッドショックや電気周りの物価上昇の影響を受けて３、

４４９万円の予算追加措置を行いました。ＷＴＩ先物価格というのは原油の先物の値段

のことなんですが、原油の先物価格が昨日１バレル当たり１２５ドルを超えて、昨年の

-56-



 

 

同じ時期より約２倍近い値段となっています。ガソリンとか灯油とかの値段も上がって

いるのを皆さんもご存じのとおりだと思います。その結果、本委託事業の今後の見通し

及び、これらエネルギー価格の上昇が本町の、これは火葬場改修だけの部分でなくて全

ての事業に関わると思うんですが、そのような事業にあたる影響を精査する必要がある

と考えます。で、今日は全部の課に一つ一つできないんですが、また昨日の今日なので

精査できてないと思うんですけども、まずその火葬場改修事業に関して、このようなエ

ネルギー価格の上昇によって追加の予算措置などの検討があるのか、もしくは、よりよ

り影響を受けやすい事業及びそのコストの見通しがその部署の中でもしあるとすれば何

なのか、教えていただきたく思います。よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） お答えいたします。 

  原油先物取引の価格が上昇していることは承知しておりますが、現在、火葬場改修工

事におきまして直接影響を受けているのは、重機やコンクリート養生にかかる燃料費な

どでありまして、全体の工事費には波及する金額とはなっておりません。また、当該工

事にかかる資材につきましては、既に大方発注契約済みとなっておりまして、今後の物

価上昇による影響は限定的で、変更契約などが生じる可能性は低いものと推測をしてお

ります。 

  ただし、新型コロナウイルスや、またロシアのウクライナ侵攻などで社会情勢が急変

し、作業員確保の難航や極端な物価上昇などで工事費に大きな影響が生じるような場合

は、工事請負契約事項第２４条第１項の規定に基づきまして発注者と受注者が双方協議

の上、対策を講じることとなっております。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○３番（松浦真君） ありがとうございます。大方発注済みだということで安心しました

が、今後、電気代に関してもＬＮＧ、天然ガス等の値段も上昇しておりまして、１カ月

多い時で五城目小学校で１７０万円電気代かかっているのが、１．５倍になると恐ろし

い金額になっていくと思います。これが下げることができなくなってしまうと、もう維

持費としてかなり高くなってしまいます。ここも含めて、そのエネルギーとどう向き合っ

ていくのかっていうのは、結構エネルギー依存率が高い秋田県の各自治体の課題でもあ

ると思いますので、この点も含めて、国際情勢はもちろんなんですが、どのようにＳＤ
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Ｇｓというか維持管理していく持続可能性のある暮らしを考えていくのかということも、

今後町としても大事かなと思って資問させていただきました。 

  全般を通して、町が開かれたいろんな議論が生まれていくような場になればなと思っ

て今回質問させていただきました。ありがとうございました。 

○議長（石川交三君） ３番松浦真議員の一般質問は終了いたしました。 

  コロナ対策で議場内換気のために、１０分間程度休憩といたします。再開は１１時１

０分といたします。 

             午前１０時５９分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 
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